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１ 請願事項 

 

５年請願第８号（令和５年12月18日受理） 

老人福祉センターの入浴事業の存続について 

    １．老人福祉センターの入浴事業の廃止は中止し、存続すること。 
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２ 老人福祉センターの概要 

 

（１）施設の概要 

○設置根拠 

老人福祉法第 15 条、福岡市老人福祉センター条例 

  ○事業開始 

    昭和 43 年４月１日 

○目的 

高齢者に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及び

レクリエーションの為の便宜を総合的に供与するため設置（福岡市老人福祉セ

ンター条例第１条） 

  ○主な事業 

    シニア教室（囲碁、将棋、太極拳、フラダンス、カラオケ、詩吟、生け花等）、

高齢者創作講座（編物、陶芸、博多人形等）、各種相談等 

  ○設備 

    大広間、研修室、図書室、相談室他 

  ○運営 

    指定管理者に委託（平成 18 年４月１日から導入） 

  ○設置数 

    各区１箇所 計７館設置    

 

施設名 所在地（建設時期） 

東香園 

（東区） 

東区香住ケ丘１－９－１ 

（昭和 50 年建設） 

 

長生園 
(博多区） 

博多区千代１－１－４２ 

（平成 15 年建設） 

舞鶴園 

(中央区) 

中央区長浜１－２－１５ 

（昭和 52 年建設） 

若久園 

（南区） 

南区若久６－２９－１ 

（昭和 48 年建設） 

寿楽園 

(城南区) 

城南区南片江２－３２－１ 

（昭和 63 年建設） 

早寿園 

(早良区) 

早良区重留７－８－８ 

（平成元年建設） 

福寿園 

（西区） 

西区今宿青木１０４３－３１ 

（平成元年建設） 
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３ 老人福祉センターの機能強化について 

 

（１）機能強化の趣旨 

  少子高齢化が急激に進み、要介護リスクが高い年齢層が急速に増加する中、健康寿命 

を延伸し、高齢期を元気に活動的に過ごせるよう支援することが重要となっている。 

  老人福祉センターは、教養・レクリエーション等のための施設として設置しているが、 

開設から 50 年以上が経過しており、時代に合わせた活用を図るため機能強化を行うもの。 

 

（２）機能強化の方向 

  「人生１００年時代における『高齢者の社会参加の拠点』」として位置づけ、高齢期 

 の社会参加、元気な活躍を応援する拠点として機能強化を図る。 

 

（３）具体的な取組み 

 ○高齢者の社会参加を支援 

  コーディネーターを新たに配置し、高齢者の社会参加に関わる様々な支援を実施 

   ・社会参加に関する相談・サポート・コーディネート、人材育成、高齢者の活動（老人ク

ラブなど）の支援、ICT・オンライン等の活用のサポートなど 

 

  ○地域での事業展開を強化 

   区の拠点として、各校区の老人いこいの家などを活用し、身近な地域で事業を展開 

 

  ○施設をリニューアル 

   入浴事業を廃止し、必要な設備に改修 

    ・改修などにより、高齢者の様々な社会参加活動や交流に活用できる設備を整備 

（コワーキングや交流スペースを新設し、DIY や料理などの活動に活用できる設備を設置） 

 

（４）スケジュール 

令和５年９月   福祉都市委員会報告 「老人福祉センターの機能強化について」 

  令和５年 12 月   議案上程（指定管理者の指定） 

  令和６年度～順次 機能強化の先行・試行 

改修工事開始 

 

４ 入浴事業について 

 

（１）家庭の浴室設置率 

昭和38年の大都市調査：34.8％ → 平成20年の全国調査：95.5％ 
 

（２）福岡市高齢者実態調査 

  令和４年度福岡市高齢者実態調査（対象：60歳以上3,000人、有効回収率：59.9％）の 

中で、「老人福祉センターが皆様にとってよりよい施設であるために、どのような場とし 

て活用できるとよいか（３つまで）」を調査したところ、入浴は14項目中12番目で5.4％ 

であった。 
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 ・趣味・教養の教室・講座を受講する             41.5％ 
・体を動かすなど健康づくりに取り組む            41.3％ 
・スマートフォンやタブレットなど新しい技術について学ぶ   21.4％ 
・生活や法律、健康等について相談する            16.9％ 
・今後に活かせる知識やスキルを身につける          15.2％ 
・友人・知人と談話する                   15.0％ 
・ライフプランや今後の過ごし方を考えるきっかけづくりをする 12.7％ 
・サークル活動を行う                     7.5％ 
・仕事を探したり、相談したりする               7.0％ 
・一人でくつろぐ                       6.8％ 
・その他                           6.4％ 
・入浴する                          5.4％ 
・ボランティア等の情報を探したり相談したりする        4.2％ 

    ・特定の目的（音楽など）に利用できる             1.8％ 

 

（３）入浴事業の利用状況 

                               単位（人） 

入浴事業 

利用者数(のべ) 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 

全市 252,364 238,813 225,356 216,888 187,751 

東香園 42,091 43,379 40,727 42,139 36,093 

長生園 19,063 12,167 10,403 10,046 9,902 

舞鶴園 25,782 25,288 23,414 21,233 19,416 

若久園 31,591 31,070 31,044 30,156 27,704 

寿楽園 30,163 26,646 23,510 23,274 20,118 

早寿園 29,805 26,805 27,698 25,470 23,478 

福寿園 73,869 73,458 68,560 64,570 51,040 

   ※新型コロナウィルス感染症の影響により令和２年３月から休止 

 

５ 請願に対する考え方 

 

（１）５年請願第８号（令和５年12月18日受理） 

老人福祉センターの入浴事業の存続について 

    

  １．「老人福祉センターの入浴事業の廃止は中止し、存続すること」について 

人生１００年時代に向けて、健康寿命を延伸し、高齢期を元気に活動的に過ごせる 

よう支援することが重要となっている。このため、老人福祉センターを「人生１００年 

時代における『高齢者の社会参加の拠点』」と位置付け、高齢期の社会参加、元気な活 

躍を応援する拠点として機能強化を図る。 

入浴事業については、各家庭の浴室設置率の大幅な向上など生活環境が大きく変化

していることや、施設の老朽化などを踏まえて廃止し、上記の機能に必要な設備への

改修を行う。 


